
新八代駅周辺グランドデザイン策定業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

この要領は、新八代駅周辺グランドデザイン策定業務（以下「業務」という。）の委託   

事業者を、公募型プロポーザル方式により選定する場合の手続について、必要な事項を  

定めるものである。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）業務名称 

新八代駅周辺グランドデザイン策定業務委託 

（２）業務内容 

別紙「新八代駅周辺グランドデザイン策定業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）」

のとおり 

（３）委託期間 

契約締結の日から令和６年２月２９日（木）まで 

（４）委託上限金額 

９，４６０，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 参加資格 

  本手続きに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１）参加申込時点において、本市の「令和４・５年度 競争入札参加有資格者名簿（物     

品・役務等）」に登録をしていること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当

しないこと。 

（３）提出期限において、本市の指名停止措置を受けていないこと。 

（４）八代市契約等からの暴力団等排除措置に関する要綱（平成２０年八代市告示第１０

３号）第３条の規定に該当しないこと。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしてい

る者でないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしてい

る者でないこと。 

（７）国税、県税及び市町村税を滞納していないこと。 

（８）破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により破産の申立てをしている者でない

こと。 

（９）本業務の趣旨を十分に理解し、仕様書に基づき業務を実施するために必要な体制を

備えており、業務を計画的かつ的確に遂行できること。 

 

 



 

 

４ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

  ① 参加申請書（様式第１号） 

  ② 企画提案書（任意様式） 

   ・仕様書を基に、各業務についての提案を簡潔明瞭に記載すること。 

・業務実施に向けた基本的な考え方を記載すること。 

・独自提案やアピールしたい点等がある場合は、簡潔に分かりやすく記載すること。 

  ③ 業務実績調書（様式第２号） 

  ④ 業務実施体制調書（様式第３号） 

  ⑤ 配置予定調書（様式第４－１、４－２号） 

  ⑥ 管理責任者調書（様式第５号） 

  ⑦ 業務工程表（任意様式） 

   ・業務工程と役割分担が具体的に分かるように提案すること。 

  ⑧ 誓約書（様式第６号） 

  ⑨ 見積書（様式第７号） 

 ⑩ 事業費積算内訳書（任意様式） 

  ※ 参考資料等がある場合は、成果品を１部提出すること（なくても可）。 

 （２）書類作成に当たっての留意事項 

① 正本を除き、副本には、社名、商標等企業名が特定できる情報は一切記載しない  

こと。 

② 提出書類は、Ａ４版（縦横問わず）で統一して作成すること。 

③ 提出する提案書は、１事業者１案とすること。提出に当たっては、求められていな

い資料を添付するなど、過大なものとならないよう留意すること。 

（３）提出部数 

①及び⑧は正本１部、②～⑦及び⑨、⑩は１５部（正本１部、副本１４部） 

 

５ 提出書類の受付期間等 

（１）受付期間 

令和５年４月１０日（月）から５月１日（月）までとする。 

（２）提出方法 

持参（平日の午前８時３０分から午後５時まで）又は郵送による。 

※ 郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。 

（３）提出先 

   「１２ 事務局」参照。 

 

６ 質問の受付及び回答 

実施要領等の内容に不明な点がある場合は、質問書（様式第８号）を提出すること。 

（１）提出期限 

令和５年４月１７日（月）午後５時まで 

 



 

 

（２）提出方法 

質問書を事務局宛てに電子メールにて提出すること。 

 （３）質問に対する回答方法 

提出された質問に対する回答は令和５年４月２０日（木）までに作成し、必要に  

応じて市のホームページ上で随時公開する。 

 

７ 審査基準 

  提出書類等の審査に当たっては、別紙「審査基準」を適用する。 

 

８ 審査方法 

事務局において、必要書類及び記載内容に漏れがないこと並びに別紙「審査基準」に  

掲げる事務局審査項目を基に形式審査を行った後、市職員で構成された「新八代駅周辺  

グランドデザイン策定業務委託に係る公募型プロポーザル選定委員会（以下、「選定委員会」

という。）」において、審査を行うものとする。ただし、提示金額が委託上限金額を超える  

場合や、「３ 参加資格」に掲げる要件を満たさないと判断された場合は、その企画提案書

は審査から除外する。 

（１）形式審査・一次審査（書類審査） 

  ① 審査内容 

選定委員会は、参加者名を伏せて企画提案書等を審査し、形式審査と一次審査  

との合計点数に基づき、上位３者程度を二次審査参加事業者に選定するものとする。 

なお、参加事業者が３者に満たない場合であっても、形式審査及び一次審査を  

行い、全ての参加事業者を二次審査参加事業者とする。 

② 審査結果 

審査結果は、令和５年５月１０日（水）までに、参加申請書に記載された電子メー

ルアドレス宛てに通知する。 

（２）二次審査（プレゼンテーション、質疑応答） 

① 実施日 

令和５年５月１７日（水）実施予定 

※ 実施日や開始時間、会場等の詳細は、一次審査の結果と併せて通知する。 

② 出席者 

本業務に携わる管理責任者を含め３名以内とする。 

※ 管理責任者とは、建設業法でいう主任技術者に相当するものとする。 

   ③ 実施順、発表時間 

プレゼンテーションは企画提案書の受付順で実施するものとし、１者あたりの 

時間は３０分程度とする。（プレゼンテーション２０分、質疑応答１０分） 

  ④ 審査内容 

選定委員会は、参加事業者からのプレゼンテーション及び企画提案書等に関する

質疑応答を実施し、提案内容の審査を行うものとする。形式審査と一次審査及び二次

審査の合計得点が最も高い者を受託候補者として選定することとし、最高得点者が



 

 

複数ある場合は、見積額が低い者を受託候補者として選定する。ただし、合計得点の

６割を最低基準点とし、最低基準点に満たない者は選定の対象としない。 

⑤ 審査結果 

審査結果は、二次審査から概ね１週間以内に、参加申請書に記載された電子メール

アドレス宛てに通知するとともに、市のホームページで公表を行う。 

なお、審査結果の公表時には、最高得点者以外の応募者名は非公表とする。 

⑥ その他 

・ モニター１台及び HDMI ケーブル１本は事務局で用意するものとし、その他必要

な機材は参加者が持参し、機材の操作等を行うこと。 

・ 公平性確保のため、参加事業者は他者のプレゼンテーション等を傍聴できない。 

・ プレゼンテーション及び質疑応答は参加者名を伏せて行うので、自己紹介は行わな

いこと。また、モニターに参加者の名称及びそれを推測できるものが映らないよう

にすること。 

 

９ 企画提案書等の取扱い 

（１）提出された企画提案書等は返却しない。 

（２）提出された企画提案書等は、本業務委託候補者の選定を行う作業に必要な範囲に  

おいて複製することがある。 

（３）提出された企画提案書等は、本業務委託候補者の選定目的以外に提出者に無断で  

使用しない。 

 

１０ その他 

（１）今回のプロポーザルに参加するための一切の費用は、参加事業者の負担とする。 

（２）企画提案書等に虚偽の記載をした場合は、本件への参加を無効とするとともに、  

指名停止措置を行う場合がある。 

（３）審査の公平性を害する行為を行った者や、企画提案に当たり著しく信義に反する  

行為等を行った者は失格とする。 

（４）審査結果に関する質問、異議申し立ては受け付けない。 

（５）提出期限以降の企画提案書等の差し替え及び再提出は認めない。 

（６）企画提案書等の提出後に参加を辞退する場合は、辞退届を提出すること。 

 

１１ 実施スケジュール 

（１）公募開始（市ホームページ掲載）  令和 ５年 ４月１０日（月） 

（２）質問の受付締切り         令和 ５年 ４月１７日（月） 

（３）企画提案書等の提出締切り     令和 ５年 ５月 １日（月） 

（４）一次審査結果の通知        令和 ５年 ５月１０日（水）予定 

（５）二次審査             令和 ５年 ５月１７日（水）予定 

（６）二次審査結果の通知        二次審査後概ね１週間以内 

（７）契約締結             委託事業者決定後ただちに 

 



 

 

１２ 事務局 

〒８６６－８６０１ 八代市松江城町１－２５ 

八代市総務企画部 企画政策課 企画係 

電話番号 ：０９６５－３３－４１０４（直通） 

電子メール：kikaku@city.yatsushiro.lg.jp  



 

 

別紙 

審 査 基 準 
 

審査区分 評価項目 評価の視点 審査主体 配点 

形式審査 

参加資格 
実施要領「３ 参加資格」に掲げる要件を全て

満たしているか。 

事務局 

 

業務実績 
本業務と同等（類似）業務において十分な実績

があるか。 
１０ 

見積金額 

見積金額が最も低い事業者を５点とする。 

その他の事業者については、最も低い見積金額

を、当該事業者の見積金額で除して得た数値に、

配点５点を乗じて得た数値を得点とする。 

（小数点以下切捨て） 

５ 

一次審査 

業務実施体制 
業務を円滑に実施するために必要な知識・経験

等を有する人員の配置体制が整っているか。 

選定委員会 

５ 

業務提案全般 
仕様書に定める業務目的や内容等を理解し、 

積極的な業務提案がなされているか。 
５ 

二次審査 

企画提案 

本市及び新八代駅周辺の特性や現状、課題等が

明確に整理されているか。 

選定委員会 

５ 

現状や課題等を踏まえた、具体的な新八代駅 

周辺のあり方が検討されているか。 
１０ 

新八代駅周辺の全体構想や将来像について、 

整備の方向性に沿った整理がなされているか。 
１０ 

新八代駅周辺に備えるべき機能が整理された 

提案がなされているか。 
１０ 

公共施設の整備規模や場所、事業手法等の整理

に期待できるか。 
５ 

業務管理 

業務工程計画の妥当性が高く、進捗管理に対す

る具体的な提案がなされているか。 
１０ 

業務成果の品質確保や向上させるための工夫が

なされた提案となっているか。 
５ 

独自提案 
業務実施に当たり、仕様書にない、独自の優れ

た提案がなされているか。 
５ 

プレゼンテー

ション 

提案内容が適格性及び実効性を有したもので  

あるか。 
５ 

説明は分かりやすく、説得力があるか。また、

質疑への応答は明快で適切か。 
５ 

業務受託に意欲的・積極的な姿勢が見られるか。 ５ 

合   計  １００ 

（備考）審査主体が選定委員会の項目については、選定委員会委員が採点した評点の平均値を得点とする。 


